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○
航
行
援
助
施
設
利
用
料
に
関
す
る
告
示
の
特
例
に
関
す
る
告
示 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平

成

九

年

五

月

一
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運
輸
省
告
示
第
二
百
三
十
九
号

改
正　

平
成
一
一
年
一
二
月
二
八
日
運 

輸 

省 

告 

示
第　

八
二
六
号 

同  

一
四
年　

三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
告
示
第　

二
五
三
号 

同  

一
九
年　

三
月
三
〇
日
同　
　
　
　
　
　

第　

四
三
四
号 

同  

二
二
年　

六
月
三
〇
日
同　
　
　
　
　
　

第　

七
〇
六
号 

同  

二
四
年　

三
月
三
〇
日
同　
　
　
　
　
　

第　

三
七
三
号 

同  

二
五
年　

三
月
二
九
日
同　
　
　
　
　
　

第　

三
二
二
号 

同  

二
六
年　

三
月
二
八
日
同　
　
　
　
　
　

第　

四
〇
二
号 

同  

二
七
年　

三
月
三
〇
日
同　
　
　
　
　
　

第　

四
五
〇
号 

同  

二
八
年　

三
月
三
〇
日
同　
　
　
　
　
　

第　

五
四
四
号 

同  

二
九
年　

三
月
三
〇
日
同　
　
　
　
　
　

第　

二
六
一
号 

同  

三
〇
年　

三
月
二
九
日
同　
　
　
　
　
　

第　

五
一
五
号 

同  

三
一
年　

三
月
二
八
日
同　
　
　
　
　
　

第　

四
四
六
号 

令
和　

二
年　

三
月
二
六
日
同　
　
　
　
　
　

第　

四
二
八
号 

同　
　

三
年　

二
月
二
六
日
同　
　
　
　
　
　

第　

一
三
〇
号 

同　
　

四
年　

二
月
二
四
日
同　
　
　
　
　
　

第　

二
六
五
号 

同　
　

五
年　

二
月
二
二
日
同　
　
　
　
　
　

第　

一
二
三
号 

同　
　

六
年　

二
月
二
二
日
同　
　
　
　
　
　

第　

一
一
三
号 

同　
　

七
年　

三
月
十
九
日
同　
　
　
　
　
　

第　

一
九
二
号 

同　
　

八
年　

三
月
十
九
日
同　
　
　
　
　
　

第　

三
九
八
号   

 

航
行
援
助
施
設
利
用
料
に
関
す
る
告
示
の
特
例
に
関
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

  

 

　

航
行
援
助
施
設
利
用
料
に
関
す
る
告
示
の
特
例
に
関
す
る
告
示
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一　

航
行
援
助
施
設
利
用
料
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
告
示
第
二
百
三
十
八
号
。
以
下
「
航
援
料
告
示
」
と
い
う
。
）
二

イ

に
規
定

（二）

（ａ）

す
る
航
空
機
（
二

イ

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
二

イ

若
し
く
は
二

に
規
定
す
る
航
空
機
で
あ
っ
て
、
沖
縄
島
に
所
在

（二）

（ａ）

（二）

（ｂ）

（三）

す
る
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
空
港
そ
の
他
の
飛
行
場
（
以
下
「
空
港
等
」
と
い
う
。
）
に
着
陸
す
る
も
の
又

は
直
前
に
当
該
空
港
等
を
離
陸
し
た
も
の
（
い
ず
れ
も
国
際
航
空
に
従
事
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
貨
物
の
運

送
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
の
航
行
援
助
施
設
利
用
料
の
額
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
航
援
料
告
示
二

又
は
二

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（二）

（三）

　

タ
ー
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
発
動
機
を
装
備
す
る
航
空
機
の
う
ち
、
航
援
料
告
示
二

イ

又
は
二

イ

に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
規
定

（一）

（二）

（ａ）

（二）

（ｂ）

に
よ
り
計
算
し
て
得
た
金
額
に
、
航
援
料
告
示
二

に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
規
定
に
規
定
す
る
金
額
に
そ
れ
ぞ
れ
六
分
の
一
を
乗
じ
た
金

（三）

額
と
す
る
。 

　

タ
ー
ボ
ジ
ェ
ッ
ト
発
動
機
を
装
備
し
て
い
な
い
航
空
機
の
う
ち
、
航
援
料
告
示
二

イ

又
は
二

イ

に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
こ
れ
ら

（二）

（二）

（ａ）

（二）

（ｂ）

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
金
額
に
八
分
の
一
を
乗
じ
た
金
額
と
し
、
航
援
料
告
示
二

に
規
定
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
同
規
定
に
規
定
す
る
金

（三）

額
に
十
六
分
の
一
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。 

二　

航
援
料
告
示
二

イ
に
規
定
す
る
航
空
機
で
あ
っ
て
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
の
航
行
援
助

（四）

施
設
利
用
料
の
額
は
、
平
成
九
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
同
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
金

額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。 

三　

令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
旅
客
の
運
送
を
行
う
国
内
航
空
に
従
事

す
る
航
空
機
（
航
空
運
送
事
業
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
出
を
行
う
定
期
航
空
旅
客
運
送
事
業
者
（
本
邦
航
空
運

送
事
業
者
で
あ
っ
て
、
路
線
を
定
め
て
一
定
の
日
時
に
よ
り
航
行
す
る
航
空
機
に
よ
り
旅
客
の
運
送
を
行
う
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
も
の
を
い

う
。
）
が
運
航
す
る
も
の
に
限
る
。
次
号
か
ら
第
六
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
の
航
行
援
助
施
設
利
用
料
の
額
は
、
航
援
料
告
示
二

、
二

（一）

（三）

及
び
二

並
び
に
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
無
料
と
す
る
。 

（四）

四　

令
和
四
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
旅
客
の
運
送
を
行
う
国
内
航
空
に
従
事

す
る
航
空
機
に
つ
い
て
の
航
行
援
助
施
設
利
用
料
の
額
は
、
航
援
料
告
示
二

、
二

及
び
二

並
び
に
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定

（一）

（三）

（四）

に
よ
り
計
算
し
て
得
た
金
額
に
四
分
の
一
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。 

五　

令
和
五
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
二
月
二
十
九
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
旅
客
の
運
送
を
行
う
国
内
航
空
に
従
事
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す
る
航
空
機
に
つ
い
て
の
航
行
援
助
施
設
利
用
料
の
額
は
、
航
援
料
告
示
二

、
二

及
び
二

並
び
に
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定

（一）

（三）

（四）

に
よ
り
計
算
し
て
得
た
金
額
に
五
分
の
三
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。 

六　

令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
他
人
の
需
要
に
応
じ
、
有
償
で
旅
客
の
運
送
を
行
う
国
内
航
空
に
従
事

す
る
航
空
機
（
最
大
離
陸
重
量
が
二
十
ト
ン
を
超
え
百
ト
ン
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
航
行
援
助
施
設
利
用
料
の
額
は
、
航
援
料
告
示
二

及
び
二

並
び
に
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
金
額
に
五
分
の
四
を
乗
じ
た
金
額
と
す
る
。 

（一）

（四）

 　
　
　

附　

則 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　

附　

則
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
八
日
運
輸
省
告
示
第
八
二
六
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　

附　

則
（
平
成
一
四
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
告
示
第
二
五
三
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　

附　

則
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
三
四
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　

附　

則
（
平
成
二
二
年
六
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
告
示
第
七
〇
六
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      

附　

則
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
告
示
第
三
七
二
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      

附　

則
（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
告
示
第
三
二
二
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      

附　

則
（
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
〇
二
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      

附　

則
（
平
成
二
七
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
五
〇
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附　

則
（
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
告
示
第
五
四
四
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      
附　

則
（
平
成
二
九
年
三
月
三
〇
日
国
土
交
通
省
告
示
第
二
六
一
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      

附　

則
（
平
成
三
〇
年
三
月
二
九
日
国
土
交
通
省
告
示
第
五
一
五
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      

附　

則
（
平
成
三
一
年
三
月
二
八
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
四
六
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      

附　

則
（
令
和
二
年
三
月
二
六
日
国
土
交
通
省
告
示
第
四
二
八
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

   

附　

則
（
令
和
三
年
二
月
二
六
日
国
土
交
通
省
告
示
第
一
三
〇
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
〔
中
略
〕
令
和
三
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

      

附　

則
（
令
和
三
年
二
月
二
六
日
国
土
交
通
省
告
示
第
一
三
〇
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〔
後
略
〕

  
 

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

   

附　

則
（
令
和
四
年
二
月
二
四
日
国
土
交
通
省
告
示
第
二
六
五
号
） 

 

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

   

附　

則
（
令
和
五
年
二
月
二
二
日
国
土
交
通
省
告
示
第
一
二
三
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

附　

則
（
令
和
六
年
二
月
二
二
日
国
土
交
通
省
告
示
第
一
一
三
号
） 

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

附　

則
（
令
和
七
年
三
月
十
九
日
国
土
交
通
省
告
示
第
一
九
二
号
） 

  
 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

   

附　

則
（
令
和
八
年
三
月
十
九
日
国
土
交
通
省
告
示
第
三
九
八
号
）


